
（様式６）

向日市長　　様
令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　私は、保育所等の入所（継続）にあたり、下記のとおり求職中又は、就労予定であるため、就労証明書
を提出することができません。ついては、入所日（現在入所中の保護者は退職日の翌月）から起算して
３か月以内に就労し、就労証明書を提出することを誓約いたします。
　なお、入所日（退職日の翌月）から起算して３か月以内に就労実績がわかる就労証明書を提出できな
かった場合は、保育所等の利用を解除されても異議はありません。

保護者氏名

１　現在の状況について（該当する項目にチェックを入れ、求職活動中の方は ３ も記入してください。）

□　採用試験を受けて、合否を待っている状態である。 合否の結果：令和　　　　年　　　月　　　日　　

□　採用試験を受けたが、就職不採用となった。

□　求職活動中である。
（求職活動　：　１日　　　時間　　　週　　　　日　求職活動方法　：ハローワーク　・　広告　・その他（　　　　　　）

□　現在起業準備中である。　 　（具体的開始日　：　令和　　　年　　　　月　　　　日から開始予定）

□　児童が保育所等に入所次第、本格的に求職活動を行う予定である。

　
２　退職について（現在、保育所等に入所中の方のみ記入してください。）

　退　職　年　月　日　　：　　　　　　　

　退職した事業所名　　：

３　求職活動や起業準備を行った場合は、活動内容を記入してください。
令和

　　年 　　月 　　日　

　例） 6 9 22

　（注意事項）
※求職のため入所を希望する保護者は、本申立書に必要事項を記入のうえ、入所申請書と併せてご提出ください。
※現在既に児童が入所中で退職となり、新たな就職場所が決まってない方は、退職した日から起算して１か月以内
　 に本申立書を入所中の保育所等に提出してください。
※内容に虚偽があった場合や提出がないまま退職の事実が発覚した場合は、保育所等の利用を解除する
　 場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※入所日（退職日の翌月）から起算して３か月以内に就労の最低基準（月６４時間以上の就労）を満たす就労証明書
 　の提出が必要になります。
※就労等が決まった場合、速やかに就労証明書を子育て支援課又は保育所(園)に提出してください。
　（就労証明書は保育所(園)にも置いてあります）

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

誓　約　書　兼　求　職　活　動　申　立　書

会　社　名　・　場　所 合　否　結　果　・　状　況

 ○　○　会社　　　○○町○丁目○○番地　 不採用　･　結果待ち（　　月　　日回答）

利用中又は
第１希望の保育所

令和６

平成・令和　　　　年　　　　月　　　　日

（フ　リ　ガ　ナ）

児　童　氏　名

生　年　月　日


